
※市町村（指定都市を除く）・特別区の財政の早期健全化の場合は、都道府県知事が行う。

（6）早期健全化の手続き

監査委員・
包括外部
監査人に

通知

段 

階

計
画
策
定

実
施
状
況
・
完
了
報
告

勧 

告

国（総務大臣）
・都道府県（※）

地方公共団体

長 議会
住民等

報　告 公　表

公　表

公　表

公　表

報　告

報　告

毎年度、概要の
取りまとめ

毎年度、概要の
取りまとめ

議会の議決

財政健全化
計画作成

報　告

公　表

財政健全化計画策定

計画の実施状況
を踏まえた
必要な勧告

計画の
実施状況・完了報告

勧告の内容

早期健全化基準以上

　健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、財政健全化計画を定めなければな
りません。
　財政健全化計画に関する手続きは下図のとおりであり、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経
て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事への報告を行います。また、毎年度、そ
の実施状況を議会に報告し、公表することとされています。
　なお、計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大
臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすることができます。
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（7）財政再生の手続き

　実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上である場合には、財政再生
計画を定めなければなりません。
　財政再生計画に関する手続きは下図のとおりであり、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定め、速や
かに公表するとされており、総務大臣に協議し、その同意を求めることができます。また、毎年度、その実施状況
を議会に報告し、公表することとされています。
　なお、財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、予算の変更
等必要な措置を講ずることを勧告できます。
　加えて、財政再生団体は、財政再生計画に総務大臣の同意を得なければ、災害復旧事業等を除き、地方債の発行
ができない等の制約を受けます。

（8）地方財政の健全化の見直し

　地方公共団体財政健全化法の全面施行から5年以上が経過し、現行制度では必ずしも捉え切れていない地方
公共団体の財政リスクについて指摘されたことから、平成28年3月31日に以下のとおり同法が改正され、平
成28年度決算から適用されました。

○第三セクター等に対する反復・継続的な短期貸付けについて、第三セクター等の経営状況が悪化した場合、当該貸
付金の返済がなされず、地方公共団体の負担となるおそれがあることから、将来負担比率に算入。

○不動産の信託について、公有地信託事業等が悪化した場合、事業に係る負債を地方公共団体が負担するおそれがあ
ることから、将来負担比率に算入。
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※市町村（指定都市を除く）・特別区の財政の再生の場合は、都道府県知事を経由。

監査委員・
包括外部
監査人に

通知

計
画
策
定

実
施
状
況
・
完
了
報
告

勧 
告

国（総務大臣）
（※）

地方公共団体

長 議会
住民等

報　告

公　表

公　表

報　告

毎年度、内容の
取りまとめ

各省各庁の長に
財政再生団体の

名称を通知

公　表毎年度、概要の
取りまとめ

議会の議決

議会の議決

財政再生
計画作成

公　表

公　表同　意

報　告
公　表

財政再生計画策定

計画の同意に係る協議

計画の
実施状況・完了報告

勧告に基づき
講じた措置

報告の内容

地方財政審議会意見聴取

報　告

必要な措置を
講ずることを勧告

実施状況の調査等

報　告

段 

階

財政再生基準以上



５ 地方債協議制度と地方公共団体財政健全化法

　平成17年度までは地方公共団体は国又は都道府県の許可がなければ地方債を発行できませんでしたが、
平成18年度からは協議制度となり、また、平成24年度からは、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点
から、民間資金債に係る地方債届出制度が導入されました。さらに、平成28年度には、協議不要基準が緩和
され、従来の協議対象が原則届出対象となりました。

（1）地方債協議制度の仕組み

総務大臣

都道府県知事

・実質赤字が一定以上の団体

・実質公債費比率が18％以上の団体

・資金不足比率が10%以上の公営企業 等

総務大臣等の
同意のない場合

（※3）

※１ 総務大臣等の同意（許可）のある地方債に対し、
　 　・公的資金の充当　　・元利償還金の地方財政計画への算入
※２ 届出をした地方債（民間資金等）のうち協議を受けたならば同意をすると認められるものに対し、
　 　・元利償還金の地方財政計画への算入
※３ 一部の地方債については財政融資資金（特別転貸債など）

協議

・実質公債費比率が18％未満
 （平成24年度にあっては14％未満、
　平成25～27年度にあっては16％
　未満）等の団体協議

（協議の場合は同上）

事前届出

（民間資金等）

（公的資金）

許可 許可のある
地方債の発行

同意のない
地方債の発行

届出をした
地方債の発行

総務大臣等の
同意のある場合

同意のある
地方債の発行（※1）

（※2）

（※1）

・地方公共団体

・公営企業
地方公共団体
の議会へ報告
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　地方財政法と地方公共団体財政健全化法に基づく起債許可基準の関係を図に表すと、以下のとおりにな
ります。なお、実質赤字比率に基づく起債許可基準は、標準財政規模の大きさにより2.5～10％となっています。

（2）地方債協議制度における早期是正措置と地方公共団体財政健全化法

〈早期是正措置〉 〈早期健全化段階〉 〈再生段階〉

（注１）市町村、都道府県ともに同じ基準です。
（注２）上段は市町村、下段（　）書きは道府県の基準です。東京都の基準は別途設定されています。
（注３）上段は市町村、下段（　）書きは都道府県及び政令市の基準です。

⑤ 資金不足比率
（公営企業会計ごと）

資金不足等解消計画
（地方債同意等基準）

経営健全化計画
（地方公共団体財政健全化法）

地方財政法に基づく起債許可

10 20

① 実質公債費比率
（注１）

公債費負担適正化計画
（地方債同意等基準）

財政健全化計画
（地方公共団体財政健全化法）

財政再生計画
（地方公共団体財政健全化法）

3518 25

② 実質赤字比率
（注２）

実質赤字額解消計画
（地方債同意等基準）

財政健全化計画
（地方公共団体財政健全化法）

財政再生計画
（地方公共団体財政健全化法）20

11.25～15
（3.75）

（5）
2.5～10
（2.5）

④ 将来負担比率
（注３）

財政健全化計画
（地方公共団体財政健全化法）

地方公共団体財政健全化法
に基づく起債許可

350
（400）

③ 連結実質赤字比率
（注２）

地方財政法に基づく起債許可

16.25～20
（8.75） 30

（15）

財政健全化計画
（地方公共団体財政健全化法）

財政再生計画
（地方公共団体財政健全化法）
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面　　積 人　　口

人口（65歳以上） 財　　政

住基人口：令和7年1月1日現在※

住基人口：令和7年1月1日現在※ 令和6年度県内市町村
普通会計歳出決算※

※「その他の市」・「町村」の区分は、令和7年3月31日現在の区分による。

令和6年全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院HP）：
令和6年10月1日現在※

4,987.7㎢

北九州市
492.5㎢
9.9％

その他の市
2,927.5㎢
58.7％

町村
1,224.2㎢
24.5％

　福岡市
343.5㎢

6.9％ 　　

Ⅱ 県内市町村財政の現状
１ 県内市町村の状況

　本県の市町村の財政規模をみると、北九州市、福岡市が55.3％を占め、その他の市町村が44.7％となって
います。

508.7万人

北九州市
91.4万人
18.0％

福岡市
160.8万人

31.6％

その他の市
196.8万人

38.7％

町村
59.7万人
11.7％

町村
3,640億円

11.6％
北九州市

6,214億円
19.8％

福岡市
1兆1,134億円

35.5％

その他の市　
1兆386億円

33.1％

3兆1,374億円

北九州市
28.8万人
20.1％

福岡市
35.9万人
25.1％

その他の市
60.4万人
42.2％

町村
18.0万人
12.6％

143.1万人
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28 29 30H17 18 20 2119 年度
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

16,000

12,000

13,000

14,000

15,000

億円
（単位：億円・％）

R1 R222 23 24 25 26 27
（注）政令市を除く

（注）県内市町村は、政令市を除く

使用料・手数料（1.5） 諸収入（2.0）

県　内
市町村

全　国
市町村

（単位：％）

使用料・手数料（1.7） 諸収入（3.6）

自主財源（44.9）

２ 歳入

（1）歳入決算額の推移（自主財源、依存財源別）

　全国と比較した場合、自主財源の比率が低く、中でも地方税の比率が特に低くなっています。そのため、
依存財源の比率が高くなっています。　

（2）歳入項目別全国比較

自主財源（37.7） 依存財源（62.3）

10,372

11,191

23.6

36.9

26.1

13.4

R3

9,899

24.5

26.8

15.7

33.0

9,788

24.6

27.7

14.3

33.4

9,407

24.5

31.5

13.8

30.2

9,552

25.0

31.1

12.5

31.4

23.8

27.7

13.2

35.3

10,604

25.2

26.7

11.6

36.5

10,399

26.3

27.6

12.4 12.4

33.7

10,699

25.7

26.6

13.6

34.1

11,494

22.8

39.9

25.4

11.9

11,394

22.2

37.8

26.1

13.9

11,529

24.4

26.3

36.9

11,014

地 方 税
（29.6）

地方債
（6.5）

地方譲
与税等
（16.4）

繰越金
等

（10.0）

国庫
支出金
（18.5）

地方
交付税
（13.7）

依存財源（55.1）
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21.9

38.6

26.3

13.2

11,737

依

存

財

源

自

主

財

源

地方交付税
国県支出金
地方債
その他

地方税
使用料
手数料
諸収入
その他

21.0

37.6

26.2

15.2

12,024

20.4

39.3

26.0

14.3

15,517

15.9

52.5

20.0

11.6

14,175

19.7

45.0

21.9

13.4

R4 R5 R6

14,021

19.8

41.1

22.9

16.2

14,291

19.9

40.7

22.8

16.6

う
ち
地
方
税

う
ち
地
方
交
付
税

地 方 税
（22.4）

地方交付税
（20.6）

地方債
（6.6）

地方譲
与税等
（14.9）

国庫
支出金
（20.2）

繰越金
等

（11.8）

14,507

20.6

41.7

22.4

15.3



（注）政令市を除く

（注）県内市町村は、政令市を除く

（単位：％）

県　内
市町村

全　国
市町村

農林水産業費（1.9）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

16,000

14,000

12,000

億円 （単位：億円・％）

10,036
9,626

15.8

28.2

9.6
3.8
11.7

10.7

12.6
7.6

9,513

14.5

29.9

9.9
3.5
10.8

10.3

12.8

8.3

10,804

12.3

38.1

9.3
2.9
9.6

11.4

10.1
6.3

11,080 11,034

12.6

38.5

9.4
3.0
9.1

12.2

9.4
5.8

13.9

39.6

8.7
3.1
9.0

10.7

9.6
5.4

11,163

13.5

32.1

10.0
3.3

9.9

13.8

9,188

6.7

14.3

32.3

9.8
3.2

10.1

13.6

9,204

6.2

10.5

16.5

31.1

9.1
3.2

10.5

12.5

7.1

10.0

10,219

13.8

35.0

8.9
3.5

10.8

11.9

9.4

9,986

13.5

37.1

9.4
2.9

9.9

12.1

9.0

6.1

10,281 10,551

13.0

36.9

9.4
2.8

10.5

11.6

9.0

6.8

　全国と比較した場合、土木費、教育費、公債費の占める割合は低くなっていますが、議会・総務費、
民生費などの占める割合は高くなっています。

①  歳出決算額の推移

②  歳出項目別全国比較

３ 歳出
（1）目的別

10.7

年度

6.7

H17 18 20 2119 22 28 2925 2623 24 27

13.2

36.8

9.0
3.2

10.9

10.7

9.7

6.5

その他
（6.8）

議会・総務費
（13.3）

民生費
（38.9）

衛生費
（8.8）

土木費
（9.6）

教育費
（12.8）

公債費
（7.9）

30 R1 R2

13.6

39.8

8.9
2.9
8.8

10.9

9.1

15.3

38.9

8.3
3.0
8.5

10.3

9.1
6.0 6.6

11,390

14.9

39.2

8.3
2.8
8.4

10.8

8.9
6.7

11,676

29.9

31.5

7.1
2.2
6.1

9.9

6.9

6.4

15,088

16.1

40.6

9.5

2.6
6.8

9.9

6.6

7.9

R3 R4 R5 R6

農林水産業費（2.7）

公債費
（7.6）

教育費
（11.0）

衛生費
（8.3）

その他
（5.7）

民生費
（41.0）

議会・総務費
（16.7）

土木費
（7.0）

13,550

土
木
費

教
育
費

農
林
水
産
業
費

公
債
費

そ
の
他

議
会
・
総
務
費

民
生
費

衛
生
費
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17.9

38.5

9.2
2.7
7.0

10.9

5.8

8.0

17.3

39.8

8.9

2.6
6.8

10.9

5.9

7.8

13,512
13,843 14,026

16.7

41.0

8.3
2.7
7.0

11.0

5.7

7.6



15.7

10.1

12.1

13.1

11.6

22.9

14.5

15.3

10.6

11.9

15.1

10.7

22.7

13.8

（注）政令市を除く

（注）県内市町村は、政令市を除く

義務的経費（48.4） 投資的経費（12.3） その他の経費（39.3）

義務的経費（50.1） 投資的経費（12.6） その他の経費（37.3）

災害復旧事業費（1.0）

県　内
市町村

全　国
市町村

（単位：％）

0

2,000

6,000

4,000

8,000

10,000

16,000

12,000

14,000

億円 （単位：億円・％）

H17 18

10,036

28 29 30 R1 R2

23.6

10.1

15.2

12.4

10.4

10,804

14.7

13.6

23.9

9.4

15.2

12.6

10.6

11,080

15.1

13.2

25.2

9.6

13.0

12.9

10.4

11,034

15.7

13.2

11,163

2019

9,626 9,513

14.3

11.2

11.7

16.4

12.6

15.2

18.6

21

14.3

11.1

11.6

15.2

12.8

16.6

18.4

9,188

14.6

11.9

11.7

11.8

13.6

18.6

17.8

13.8

11.4

12.0

12.2

13.8

18.2

18.6

災害復旧事業費（0.4）

　全国と比較した場合、人件費、公債費などの占める割合は低くなっていますが、扶助費、補助費等など
の占める割合は高くなっています。

①  歳出決算額の推移

②  歳出項目別全国比較

（2）性質別

22 23 24

10,219

25 26 27

15.3

10.5

11.5

14.2

11.9

21.6

15.0

10,281 10,551

14.3

13.9

11.7

13.7

12.4

18.0

16.0

15.8

10.3

12.5

10.8

12.1

23.2

15.3

9,204

9,986

人件費
（16.5）

扶助費
（25.7）

公債費
（7.9）

普通建設事業費
（12.2）

物件費
（14.7）

補助費等
（8.0）

その他
（14.6）

25.6 25.0

9.1 9.0

13.5 13.6

13.2 13.8

10.4
10.4

15.1
15.2

13.1 13.0

11,390

R3 R4 R5

25.7

8.9

14.3

13.5

10.6

14.4

12.6

11,676

20.4

6.9

10.8

11.2

27.6

12.3

10.8

15,088

27.9

7.9

11.3

13.6

11.2

15.9

12.2

13,550 13,512

年度

人件費
（12.8）

扶助費
（28.0）

公債費
（7.6）

普通建設事業費
（11.3）

物件費
（13.8）

補助費等
（10.6）

その他
（14.9）

13.6

そ
の
他
の
経
費

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

25.6

8.0

11.9

14.4

11.7

16.3

12.1

R6

人
件
費

扶
助
費

そ
の
他

補
助
費
等

物
件
費

公
債
費

普
通
建
設
事
業
費
等

13,843

26.8

7.8

13.1

13.7

11.0

15.6

12.0

14,026

28.0

7.6

12.3

13.8

10.6

14.9

12.8
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（注）政令市を除く

（注）政令市を除く

　普通建設事業費は、景気の低迷等に伴う財政状況の悪化や地方財政計画における投資的経費の削減な
どにより減少傾向にありましたが、平成21年度から国の経済対策等により増加に転じました。
　平成28年度に補助事業、単独事業ともに減少した後は概ね横ばいとなっていましたが、令和４年度以
降は補助事業、単独事業ともに増加傾向にあります。

　公営企業に対する一般会計からの繰出金は、近年、概ね横ばいとなっており、その内、下水道事業が
全体の約75％を占めています。

③  普通建設事業費の推移

④  公営企業に対する繰出金の推移

H17 18 19 20 21 28 29

807

703

1,560
50

854

729

1,632
49

30

730

628

1,412
54

690

658

1,4241,390

859

447

84 1,209

680

435

94 1,070

602 578

389 409

79
1,051
64

691

517

69

年度

730

569

60

25

1,359

26

599

412

53
1,064

27

656

538

50

695

721

64
1,244

1,480

H17 18 28

313

43

227

7

31

19

315

45
5

224

8
33

年度22 23 2420

310

60

6

207

5
32

300
312

45
7

212

31

22

21

300

49
4

208

35
4 5

23 24

1,277

26

294

44
2

213

28
7

27

301

46

4

215

28
8

53

5

217

33
4

25

306

43
3

216

37
7

306

46

5

224

26
5

319

50

233

6

24
6

320

51

24

328

58

231

5

23
11 115

29 30

R1 R3

R1 R2

76

721

582

1,368
65

R2

1,489

230

4

309

43

22
7

232

5

R3

R4 R5

R4 R5

297

755

674

60
1,453

751

643

59 1,352

756

546

50

1,501

778

676

324

45

31
20

226

2

6
24

226

3
39

298

46

21
6

223

2

318

47

1,642

868

725

49

55

21
5

235

2

R6

R6

306

45

25
7

228

3
簡
水

下
水

病
院

そ
の
他

上
水

1,582

855

658

69

317

57

25
5

227

3

単
独
事
業

補
助
事
業

そ
の
他

19

県
内
市
町
村
財
政
の
現
状



0

100

200

300

400

500

600

700

億円

800

900

1000

1100

1200

0
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70

902

239

370

0

293

954

269

380

0

305

890

237

367

0

286709

248

225

236

715

246

227

242

741

256

243

242

748

204

282

20

242

771

204

313

2

252

822

232

325

1

264

870

244

350

0

276

（注）1 政令市を除く
　　　2 平成20年度から老人保健制度に代わり、後期高齢者医療制度が創設された（残務処理のため存続していた
　　　　老人保健医療事業会計は、平成23年度から設置義務がなくなった。）。

　３事業会計への繰出金については、近年、増減はあるものの、長期的にみると増加傾向にあり、平成17
年度の約1.6倍となっています。

⑤  国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険各事業会計への繰出金の推移

H17 18 19 20 21 年度22 23 24 25 26 27 28

1,035

322

397

0

316

29

1,027

300

409

0

318

1,018

273

415

0

330

30 R1

1,021

272

414

0

335

R2 R3 R5R4

４ 主な財政指標の状況４ 主な財政指標の状況
（1）財政力指数の状況（段階別）

　区分別では0.4以上0.6未満に属する団体の割合が例年最も高くなっています。多くの団体で財政基盤
の強化が必要です。

H27 28 29

市

町

村

数

年度

13

5
1

15

30
3

14

13

3
1

26

R1 R2 R3 R4 R5 R6
3

15

13

4
1

24

3

23

13

5
1

16

3

22

14

4
1

16

3

22

14

5
1

17

2

21

14

5
1

18

2

20

14

5
1

17

2

21

1,040

261

430

349

0

1,069

265

435

369

0

1,080

268

443

369

0

1,088

257

461

370

0

R6

1,122

262

482

378

0

15

3
1

17

3

21

15

3
1

17

3

21

1,132

250

497

385

0

介
護
保
険

後
期
高
齢
者
医
療

国
民
健
康
保
険

老
人
保
健
医
療

0.2
未
満

0.2
〜
0.4

1.0
以
上

未満

0.8
〜
1.0
未満

0.6
〜
0.8
未満

0.4
〜
0.6
未満
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財 政 力 指 数
　当該団体の財政力を表す指標で、「1」に近く、さらに「1」を超えるほど財源に余
裕があるとされます。

1.0以上
0.8～1.0未満
0.6～0.8未満
0.4～0.6未満
0.2～0.4未満
0.2未満

1
3
17
21
15
3

1
2
5
8
12
3

11
13
3

1
1

区　分 団体色
政令市 27市 町　村

団 体 数

計

財政力指数の状況（令和６年度）

大牟田市

直方市

田川市

福岡市

北九州市

久留米市

柳川市

八女市筑後市
大川市

行橋市

豊前市

中間市

小郡市

筑紫野市

春日市

大
野
城
市

宗像市

太宰府市

糸島市

古賀市

福津市

うきは市

宮若市

飯塚市

嘉麻市

朝倉市

みやま市

那珂川市

宇美町

篠栗町

志
免
町
須恵町

新
宮
町

久山町

粕屋町

芦屋
町

水
巻
町

岡垣町 遠
賀
町

小
竹
町

鞍手町

桂
川
町

筑前町

東峰村

大刀洗町

大
木
町

広川町

香春町

添田町

糸田町

川
崎
町

大
任
町 赤村

福智町

苅田町

みやこ町

吉
富
町

築上町

上毛町
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（注）政令市を除く市町村単純平均

％

95.595.5
94.6

93.7 93.8

　財政の弾力性を示す経常収支比率の県内市町村の平均は、平成19年度をピークに平成22年度まで改善
傾向にありましたが、義務的経費である扶助費の増加等により、平成23年度以降は上昇傾向が続いていま
した。令和3年度は86.9％と改善しましたが、令和6年度は人件費及び物件費が増加したこと等により、
91.9％と前年度に比べ0.1ポイント悪化しました。

経常収支比率の推移

87.7

（2）経常収支比率の推移及び状況

H1
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（注）政令市を除く

市

町

村

数

経常収支比率の状況（段階別）

24

92.0

25

R5 R6

21

38

1

32

25

19

39

27 28 29

18

40 39

1

30

18

39

1

18

14

39

R1

42

1

15

R2 R3 R4 年度

88.9 89.7 89.7
91.5

26 27 28 29 30 R1 R2

86.9

89.6

92.092.0 92.392.3 92.492.493.0

R3

90.2
91.8 91.9

R4 R5 R6

93.2

49

10

27

8

9

46

9

5

31

25

1

1 1

17

42

1

100
％
以
上

70
〜
80
％
未
満

80
〜
90
％
未
満

90
〜
100
％
未
満

70
％
未
満
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100％以上
95～100％未満
90～95％未満
85～90％未満
80～85％未満
80％未満

1
14
28
13
4

6
14
8
3

1
7
13
5
1

1
1

区　分 団体色
政令市 27市 町　村

団 体 数

計

経常収支比率の状況（令和６年度）

　経常収支比率が100％以上の市町村は全国に32団体あり、うち１団体が本県の市町村となっています。
なお、９割を超える県内市町村が経常収支比率85%以上となっており、依然として財政構造の弾力性に
乏しい状況が続いています。

経常収支比率

　財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費等の経常的な経費に
充てる一般財源と、地方税、普通交付税、地方譲与税等の経常一般財源との比率。
　この比率が低いほど、普通建設事業費等の臨時的経費に充当できる一般財源に余裕
があり、財政構造が弾力性に富んでいることになります。

福岡市

水
巻
町

中間市

苅田町

豊前市

築上町

田川市
糸田町飯塚市

太宰府市

桂
川
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宇美町

小郡市

大
野
城
市

筑前町

久留米市

大牟田市

宗像市

福津市

岡垣町

鞍手町

古賀市

遠
賀
町

行橋市

香春町

筑後市

広川町

うきは市

朝倉市

大川市
大
木
町

柳川市

みやま市

那珂川市 筑紫野市

春日市

糸島市

須恵町

篠栗町

志
免
町

粕屋町

大刀洗町

添田町

川
崎
町

嘉麻市

直方市

小
竹
町

大
任
町 赤村

吉
富
町

みやこ町

福智町

北九州市

上毛町

新
宮
町

宮若市

久山町

八女市

芦屋
町

東峰村
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